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四日市市庁用自動車等の管理及び使用に関する規程の一部を改正する規程を次のよ
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平成２９年３月１７日 

四日市市長  森  智 広 

 

四日市市庁用自動車等の管理及び使用に関する規程の一部を改正する規程 

四日市市庁用自動車等の管理及び使用に関する規程（昭和４５年四日市市訓令第１

号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第２条 この規程において、次の各号に

掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 庁用自動車 道路交通法（昭和３

５年法律第１０５号。以下「交通

法」という。）第２条に規定する自

動車及び原動機付自転車で、市（公

営企業管理者を除く。以下同じ。）

が所有するもの及び賃貸借契約又は

リース契約により市が使用する自動

車をいう。 

第２条 この規程において、次の各号に

掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 庁用自動車 道路交通法（昭和３５

年法律第１０５号。以下「交通法」と

いう。）第２条に規定する自動車及び

原動機付自転車で、市が所有するもの

及び賃貸借契約又はリース契約により

市が使用する自動車をいう。 

(2)及び(3) （略） 

 

(2)及び(3) （略） 

（整備管理者） （整備管理者） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 整備管理者は、市長が職員のうちで

車両法第５０条に定める資格を有する

２ 整備管理者は、市長が職員のうちで

車両法第５１条に定める資格を有する



者のうちから選任する。 

 

者のうちから任命する。 

（安全運転管理者） （安全運転管理者） 

第６条 交通法第７４条の３第１項の規

定により管財課等に安全運転管理者を

置く。 

第６条 交通法第７４条の２第１項の規

定により管財課等に安全運転管理者を

置く。 

２ 安全運転管理者は、市長が職員のう

ちで道路交通法施行規則（昭和３５年

総理府令第６０号。以下「交通法規

則」という。）第９条の９第１項に定

める資格を有する者のうちから選任す

る。 

 

２ 安全運転管理者は、市長が職員のう

ちで道路交通法施行規則（昭和３５年

総理府令第６０号。以下「交通法規

則」という。）第９条の９第１項に定

める資格を有する者のうちから任命す

る。 

（副安全運転管理者） （副安全運転管理者） 

第７条 交通法第７４条の３第４項の規

定により管財課等に副安全運転管理者

を置く。 

第７条 交通法第７４条の２第４項の規

定により管財課等に副安全運転管理者

を置く。 

２ 副安全運転管理者は、市長が職員の

うちで交通法規則第９条の９第２項に

定める資格を有する者のうちから選任

する。 

 

２ 副安全運転管理者は、市長が職員の

うちで交通法規則第９条の９第２項に

定める資格を有する者のうちから任命

する。 

（整備管理者の職務） （整備管理者の職務） 

第８条 整備管理者は、法令に定めるも

ののほか、次の各号に掲げる職務を行

う。 

第８条 整備管理者は、法令に定めるも

ののほか、次の各号に掲げる職務を行

う。 

(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 

(3) 車両法第４９条に定める点検整備

記録簿に関すること。 

(3) 車両法第４９条に定める自動車定

期点検整備記録その他の点検及び整

備に係る記録簿に関すること。 

(4)から(8)まで （略） (4)から(8)まで （略） 

  



（運転者の届出及び決定） （運転者の届出及び決定） 

第１１条 （略） 第１１条 （略） 

２ 庁用自動車を運転させようとする者

が部（教育委員会等の事務部局にあっ

ては、これに類する部局。以下この項

において同じ。）付きの者である場合

は、前項において主管の長が行うこと

としている届け出は、当該部の庶務を

所掌する課（以下「主管課」とい

う。）の長が行うものとする。 

 

３ 管財課長は、主管の長から届出（前

項の規定による主管課の長からの届出

を含む。）のあった運転者について運

転者経歴書等を勘案し、適当と認める

者についてこれを決定するものとす

る。 

２ 管財課長は、主管の長から届出のあ

った運転者について運転者経歴書等を

勘案し、適当と認める者についてこれ

を決定するものとする。 

４ （略） ３ （略） 

５ 主管の長及び主管課の長は、運転者

を変更しようとするときは、第１項又

は第２項の規定によりこれを行わなけ

ればならない。 

４ 主管の長は、運転者を変更しようと

するときは、第１項の規定によりこれ

を行わなければならない。 

  

（運行前点検） （運行前点検） 

第１５条 運転者は、庁用自動車の運転

開始前において庁用自動車を点検し、

その結果を運行前点検表に記載し、管

財課長又は主管の長（以下「管財課長

等」という。）及び整備管理者が配属

されている所属においては整備管理者

に報告しなければならない。 

 

第１５条 運転者は、庁用自動車の運転

開始前において庁用自動車を点検し、

その結果を運行前点検表に記載し、主

管の長及び整備管理者が配属されてい

る所属においては整備管理者に報告し

なければならない。 

（運行状況の報告） （運行状況の報告） 



第１６条 運転者は、自動車運行日誌に

運行状況を記載し、管財課長等に報告

しなければならない。 

 

第１６条 運転者は、自動車運行日誌に

運行状況を記載し、主管の長に報告し

なければならない。 

（事故等の処理） （事故等の処理） 

第１７条 運転者は、庁用自動車の運行

中交通事故又は車両に故障が生じたと

きは、法令に定められた処置をとり直

ちに管財課長等及び安全運転管理者若

しくは副安全運転管理者並びに整備管

理者が配属されている所属においては

整備管理者に報告するとともに管財課

長等の指示を受けなければならない。 

第１７条 運転者は、庁用自動車の運行

中交通事故又は車両に故障が生じたと

きは、法令に定められた処置をとり直

ちに主管の長及び安全運転管理者若し

くは副安全運転管理者並びに整備管理

者が配属されている所属においては整

備管理者に報告するとともに主管の長

の指示を受けなければならない。 

２ 交通事故の報告を受けた主管の長

は、遅滞なく四日市市会計規則（昭和

３９年四日市市規則第２５号）に定め

る自動車事故報告書に整備管理者が配

属されている所属においては整備管理

者の意見を付して市長に報告しなけれ

ばならない。 

 

 

２ 交通事故の報告を受けた主管の長

は、遅滞なく四日市市会計規則（昭和

３９年四日市市規則第２５号）に定め

る自動車事故報告書に整備管理者が配

属されている所属においては整備管理

者及び安全運転管理者若しくは副安全

運転管理者の意見を付して市長に報告

しなければならない。 

 （修繕） 

 第１８条 運転者において、庁用自動車

の修繕を必要と認めたときは、整備管

理者が配属されている所属においては

整備管理者の認定を受け、整備管理者

が配属されていない所属においては主

管の長を通じ所定の手続をしなければ

ならない。ただし、特別の事由により

事前に修繕の手続ができないときは臨

機の処置をとり、事後において所定の



手続をしなければならない。 

 ２ 主管の長が車両修繕の要求を受けた

ときはこれを審査し、四日市市会計規

則に定めるところにより所定の手続を

しなければならない。 

 ３ 修繕を完了した庁用自動車は、整備

管理者又は主管の長が検査を行わなけ

ればならない。 

 

（燃料の補給） （燃料の補給） 

第１８条 （略） 第１９条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項ただし書の場合において運転者

は、帰庁後直ちに管財課長等に報告し

なければならない。 

３ 前項ただし書の場合において運転者

は、帰庁後直ちに主管の長等に報告し

なければならない。 

４ （略） 

 

４ （略） 

第１９条 （略） 

 

第２０条 （略） 

第２０条 （略） 第２１条 （略） 

  

第２１条 （略） 第２２条 （略） 

  

第２２条 （略） 第２３条 （略） 

  

（運行） （運行） 

第２３条 共用自動車を使用しようとす

る者は、使用に際し運転者に自動車使

用許可書を提示しなければならない。 

第２４条 共用自動車を使用しようとす

る者は、使用に際し運転者に自動車使

用許可書を提示しなければならない。 

２ 共用自動車を使用している者が使用

中やむを得ない事由により時間又は行

２ 共用自動車を使用している者が使用

中やむを得ない事由により時間又は行



程を変更したときは、帰庁後直ちに、

変更内容を管財課長に報告しなければ

ならない。 

程を変更しようとするときは、電話そ

の他適当な方法により直ちに管財課長

の承認を得なければならない。 

 

附 則 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

（財政経営部管財課） 


